
第１号様式                主要事業の進行状況報告書       平成 21年 3月 31日

３３ 都市整備局 東京都耐震改修促進計画 

事
業
概
要 

東京都耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正（平

成 18 年 1 月 26 日施行）に伴い、都道府県に策定が義務付けられたことを受けて

策定したものである。 

本計画は、地震による被害の軽減を目指し、平成 18 年度から平成 27 年度まで

を計画期間として、住宅や建築物の耐震化の目標を定め、その達成に向けた基本

的な方針や取組を示したものである。 

今後は、本計画に基づき、建築物等の耐震化に取り組んでいく。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

・ 平成 19 年３月 27 日 東京都耐震改修促進計画の策定・公表 

   都内建築物の耐震化率の現状と目標を示し、平成 27 年度までの目標達成を

目指して計画を策定 

・ 平成 19 年６月  「10 年後の東京」を目指した建物の耐震化推進会議設置 

・ 平成 19 年 12 月 「10 年後の東京への実行プログラム 2008」「民間建築物等

の耐震化促進実施計画」策定 

・ 平成 20 年３月   東京都耐震改修促進計画の変更、東京都が所有する建築物

の耐震性に係るリスト及び耐震化整備プログラム策定 

・ 平成 20 年 12 月 「10 年後の東京への実行プログラム 2009」策定 

 

 

現
在
の
進
行
状
況 

・ 百貨店や学校、病院など防災上重要な建築物や、区市町村立建築物について、

重点的に取り組む 

・ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向け、区市町村と連携して助成事業を実

施 

・ マンションの耐震化を促すため、新たに改修助成を実施 

・ 都立建築物・都営住宅について、整備プログラムに基づき、耐震診断・耐震

改修を実施 

 

【参考】「10 年後の東京」の目標 

○緊急輸送道路沿道の建築物、小中学校、病院・消防署等防災拠点となる建築物、

百貨店や劇場等、内外の多くの人が利用する民間建築物について、100％耐震化

○住宅の 90％以上を耐震化 

○木造住宅密集地域内の耐震化等を推進 

 

 

 

今
後
の
見
通
し 

・ 民間建築物の耐震化促進実施計画、都立建築物・都営住宅の耐震化整備プロ

グラムに基づき耐震化を促進 

・ 木造住宅の耐震化については、「21 木造住宅の耐震化」を参照 

・ 建物の耐震化に関する様々な相談に応じる「耐震化総合相談窓口」を開設 

 

問い合わせ先 都市整備局 市街地建築部 建築企画課 電話 03-5388-3348 

 


